
議
第
五
号
議
案

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
職
員
を
し
て
」
を
削
り
、
「
作
成
さ
せ
、
こ
れ
に
署
名
又
は
押
印
し
な

け
れ
ば
」
を
「
作
成
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

委
員
会
記
録
の
署
名
及
び
押
印
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


